
告
　
　
示

○
平
成
十
六
年
度
自
衛
官
の
募
集
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
危
機
管
理
課
）

一

香
川
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
　
　
　
（
み
ど
り
整
備
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
（
健
康
福
祉
総
務
課
）

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

二

○
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
担
当
機
関
の
指
定
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

○
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
（
障
害
福
祉
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
（
三
件
）

（
建
　
築
　
課
）

公
　
　
告

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
指
定
予
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
環
境
・
水
政
策
課
）

三

○
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
指
定
の
公
聴
会
の
開
催
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
　
）

四

●
香
川
県
告
示
第
五
百
七
号

自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
六
年
度
自
衛
官
（
二
等
陸
士
、
二
等
海
士
及
び
二
等
空
士
）
の
募

集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
募
集
期
間

平
成
十
六
年
八
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
年
九
月
八
日
（
水
）
ま
で

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

（
第
九
一
五
一
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 57 号

平成 16 年

7 月20日（火曜日）

一

二
　
試
験
期
日

１
　
男
子平

成
十
六
年
九
月
二
十
五
日
（
筆
記
試
験
）

平
成
十
六
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
う
ち
指
定
さ
れ
た
日
（
口
述
試
験
等
）

２
　
女
子

平
成
十
六
年
九
月
二
十
六
日

三
　
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称

位
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　
　
　

名
　
　
　
　
称
　
　
　
　

備
　
　
　
考

善
通
寺
市
南
町
二
丁
目
一
番
一
号
　
　
　
陸
上
自
衛
隊
善
通
寺
駐
屯
地

高
松
市
松
福
町
二
丁
目
一
五
番
二
四
号
　
サ
ン
イ
レ
ブ
ン
高
松
　
　
　
　
　
男
子
筆
記
試
験
の
み

四
　
そ
の
他

こ
の
試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、
自
衛
隊
香
川
地
方
連
絡
部
（
高
松
市
塩
上
町
三
―
一
一
―
五

電
話
番
号
〇
八
七
―
八
三
一
―
〇
二
三
一
）
に
連
絡
す
る
こ
と
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
八
号

香
川
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

香
川
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

香
川
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
た
だ
し
書
中
「
行
う
事
業
」
の
下
に
「
及
び
伐
採
木
を
搬
出
し
、
か
つ
、
集
積
す
る
作

業
を
伴
う
事
業
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
及
び
第
七
条
中
「
副
本
」
を
「
写
し
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
香
川
県
造
林
事
業
補
助
金
交
付
規

程
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
度
分
の
補
助
金
か
ら
適
用
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
九
号

告

示



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

（
第
九
一
五
一
号
）

二

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

廃
　
止
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
三
、
三
一
　
　
綾
南
町
指
定
訪
問
看
　
綾
南
町
　
　
　
　
　
　
訪
問
看
護

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
滝
宮
二
九
九
番
地

陶
五
七
七
九
番
地

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介

護
扶
助
の
た
め
の
居
宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
又
は
施
設
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関

を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

事
業
者
（
開
設
者
）

事
業
所
（
施
設
）
の

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
名
称
及
び
主
た
る
　
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

名
称
及
び
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

平
成
一
六
、
四
、
一
　
　
　
綾
南
町
指
定
訪
問
看
　
綾
南
町
　
　
　
　
　
　
訪
問
看
護

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
　
綾
歌
郡
綾
南
町
大
字

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
　
滝
宮
二
九
九
番
地

陶
一
七
二
〇
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た

め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

指
　
定
　
年
　
月
　
日
　

名
　
　
称
　

開
　
設
　
者
　
　
　

所
　
　
在
　
　
地

平
成
一
六
、
六
、
二
七
　
　
医
療
法
人
社
団
　
医
療
法
人
社
団
　
丸
亀
市
川
西
町
南
一
二
八
〇
番
地

グ
ロ
ー
バ
ル
会
　
グ
ロ
ー
バ
ル
会

デ
ン
タ
ル
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
丸
亀

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
二
号

知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

申
請
者
の
名
称
及
び

指
定
事
業
所
　
事
業
所
の
名
称
及
び
　
主
た
る
事
務
所
の
　
指
定
年
月
日
　
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

番
　
　
　
　
号
　
所
　

在
　

地

所
　

在
　

地

三
七
〇
〇
〇
二
　
社
会
福
祉
法
人
直
島
　
社
会
福
祉
法
人
直
島
　
平
成
十
六
年
　
知
的
障
害
者
居
宅

一
〇
〇
四
七
一
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
町
社
会
福
祉
協
議
会
　
七
月
八
日
　
　
介
護

一
一
　
　
　
　
　
香
川
郡
直
島
町
三
六
　
香
川
郡
直
島
町
三
六

九
四
番
地
一
　
　
　
　
九
四
番
地
一

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
七
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
七
月
一
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
善
通
寺
市
中
村
町
字
高
正
地
二
六
三
―
二
、
二
七
三
―
二
か
ら
二
七
三
―
四
、

二
七
四
―
一
、
二
七
五
―
一
、
二
七
六
―
一
及
び
同
地
先
農
道
・
水
路

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
一
二
メ
ー
ト
ル
、
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
、
四
・
六
二

メ
ー
ト
ル
、
五
・
〇
九
メ
ー
ト
ル
及
び
五
・
一
〇
メ
ー
ト



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

（
第
九
一
五
一
号
）

三

ル

延
長
　
一
一
六
・
一
一
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
善
土
指
道
　
第
八
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
七
月
五
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
丸
亀
市
郡
家
町
字
重
元
一
五
三
七
―
一
、
一
五
三
七
―
四
、
一
五
三
九
―
一
、

一
五
三
九
―
九
及
び
一
五
三
九
―
一
〇

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
四
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
及
び
四
・
七

六
メ
ー
ト
ル

延
長
　
一
三
六
・
〇
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
善
通
寺
土
木
事
務
所
総
務
課
に
お
い
て
閲
覧
に

供
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
五
百
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀
　
　

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
建
築
指
道
　
第
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
六
年
七
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
木
田
郡
牟
礼
町
大
字
大
町
字
上
川
西
八
〇
四
、
八
〇
九
―
五
、
八
〇
九
―
一
〇

及
び
同
地
先
農
道
　
　
　

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
〜
四
・
二
五
メ
ー
ト
ル

延
長
　
九
・
一
五
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
八
十
八
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
名
称

阿
弥
陀
越
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区

二
　
区
域

高
松
市
亀
水
町
一
三
九
一
―
一
、
一
三
九
三
―
三
、
一
三
九
四
―
一
、
一
三
九
四
―
三
、
一
三
九
五

―
一
、
一
三
九
五
―
四
か
ら
一
三
九
五
―
七
ま
で
及
び
一
三
九
五
―
四
二
の
各
地
番
の
区
域

三
　
存
続
期
間

平
成
十
六
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
四
日
ま
で

四
　
保
護
に
関
す
る
指
針
の
案

１
　
指
定
区
分

森
林
鳥
獣
生
息
地
の
保
護
区

２
　
指
定
目
的

当
該
区
域
は
、
森
林
、
湿
地
、
岩
場
な
ど
、
変
化
に
富
ん
だ
地
形
で
あ
り
、
マ
ツ
を
主
体
と
し
た

混
合
林
で
、
ク
ヌ
ギ
、
ア
ベ
マ
キ
な
ど
の
落
葉
広
葉
樹
や
シ
ダ
類
も
群
生
し
て
い
る
。

付
近
に
は
、
休
暇
村
讃
岐
五
色
台
、
香
川
県
自
然
科
学
館
、
瀬
戸
内
海
歴
史
民
俗
資
料
館
、
五
色

台
少
年
自
然
の
家
な
ど
の
施
設
が
あ
り
、
当
該
区
域
内
に
整
備
さ
れ
た
一
周
約
二
・
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
野
鳥
の
森
観
察
路
は
、
中
学
生
を
対
象
と
し
た
野
外
体
験
学
習
の
フ
ィ
ー
ル
ド
コ
ー
ス
と
し
て

活
用
さ
れ
て
い
る
。

一
年
中
、
二
十
種
前
後
の
野
鳥
が
観
察
で
き
、
野
鳥
に
と
っ
て
良
好
な
生
息
環
境
と
な
っ
て
い
る

公

告
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こ
と
か
ら
、
特
別
保
護
地
区
に
指
定
し
、
そ
の
保
全
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
当
該
区
域
は
、
当
初
環
境
庁
に
よ
り
特
別
保
護
地
区
に
指
定
さ
れ
、
昭
和
五
十
九
年
に
県

指
定
特
別
保
護
地
区
に
移
行
し
て
お
り
、
こ
の
度
、
現
在
の
存
続
期
間
の
満
了
に
当
た
り
、
引
き
続

き
特
別
保
護
地
区
と
し
て
指
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

３
　
管
理
方
針

定
期
的
に
巡
視
を
行
う
な
ど
に
よ
り
鳥
獣
の
生
息
状
況
を
確
認
し
、
違
法
行
為
や
、
鳥
獣
の
生
息

を
阻
害
す
る
行
為
の
防
止
に
努
め
る
な
ど
、
鳥
獣
の
安
定
的
な
生
息
が
図
ら
れ
る
よ
う
適
切
な
管
理

を
実
施
す
る
。

五
　
そ
の
他

こ
の
公
告
に
係
る
関
係
図
書
に
つ
い
て
は
、
香
川
県
環
境
森
林
部
環
境
・
水
政
策
課
自
然
保
護
室
に

備
え
置
い
て
、
平
成
十
六
年
七
月
二
十
日
か
ら
同
年
八
月
三
日
ま
で
の
間
、
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
区
域
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
が
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
縦
覧
し
た
内

容
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

●
香
川
県
公
告
第
三
百
八
十
九
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
二
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
を
指
定
す
る
た
め
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
鳥
獣
の
保
護
及
び

狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
香
川
県
規
則
第
三
十
八
号
）
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
七
月
二
十
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
日
時

平
成
十
六
年
八
月
十
七
日
（
火
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

二
　
場
所

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号
　
香
川
県
庁
本
館
十
二
階
第
七
会
議
室

三
　
案
件

平
成
十
六
年
十
一
月
十
四
日
で
指
定
期
間
満
了
と
な
る
阿
弥
陀
越
鳥
獣
保
護
区
特
別
保
護
地
区
の
再

指
定
に
つ
い
て


